
 

黒石市教育委員会告示第７号 

 

黒石市就学援助事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

 

令和２年８月３１日 

 

 

黒石市教育委員会教育長  山 内 孝 行  

 

 

黒石市就学援助事業実施要綱の一部を改正する告示 

 

黒石市就学援助事業実施要綱（平成２１年黒石市教育委員会告示第３号）の一部を

次のように改正する。 

 

別表第１支給対象となる児童等の欄中「１０月末日」を「１月末日まで」に改め

る。 

 

 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 


